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「教育訓練休暇給付」とは？



（１） 「教育訓練休暇給付金」とは？

「教育訓練休暇給付金」とは？ 〈活用例〉
・ 労働者が離職することなく、教育訓練に専念する
ため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、
その訓練・休暇期間中の生活費を保障するため、失
業給付（基本手当）に相当する給付として、賃金
の一定割合を支給する制度です。
・ 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者※
が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給
の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給
付金の支給が受けられます。
※高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は対象外です。

・ 外国企業とのコミュニケーションが必要となる部署
への異動を想定し、語学の習得に専念するため教育
訓練休暇を取得し、その際に教育訓練休暇給付金
を活用するケース。
・ IT企業で勤務している労働者が、上位資格の取
得のため、教育訓練休暇を取得し、その際に教育訓
練休暇給付金を活用するケース。
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「教育訓練休暇給付金」の概要



（１） 支給対象者
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① 被保険者期間（休暇開始前 年間）

２年間に１２か月以上
（原則として、１か月に１１日以上の賃金支払いの基礎となった日数）
② 雇用保険加入期間（通算）

通算 年以上

休暇開始

①（２年）

②（５年）

日以上の賃金支払い
の基礎となった日数が
か月以上



（２） 受給期間・給付日数・給付日額
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①受給期間：原則、休暇開始日から起算して１年間

②給付日数：雇用保険に加入していた期間（Ｐ６の②の期間）に応じます

③給付日額：原則、休暇開始日前６か月の賃金日額に応じて算定されます

年以上年以上 年未満年以上 年未満加入期間

日日日所定給付日数



「教育訓練休暇給付金」の
支給対象となる休暇



（１）「教育訓練休暇給付金」の支給対象となる休暇
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① 就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇
② 労働者本人が教育訓練を受講するため自発的に取得することを希望し、
事業主の承認を得て取得する連続する 日以上の無給の休暇

③ 次に定める教育訓練等を受けるための休暇
・学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校又は各種学校
・教育訓練給付金の講座指定を有する法人等が行う教育訓練
・職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの
（司法修習、語学留学、会が愛大学院での博士号の取得等）

全ての要件を満たす必要あり



「教育訓練休暇給付金」
の手続きの流れ



（１） 手続きの流れ
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